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行政刷新会議事業番号３－２３（１）～（３）｢地域科学技術振興・産学 

官連携｣に対する評価結果への意見書 

 

 

  

 標記のことについて、行政刷新会議｢事業仕分け｣により、｢地域科学技術振興・産学官連携｣に関

する評価結果に対し、つくば産学官連携協議会から意見書を文部科学省に提出（12月 4日に E-mail

で提出）しましたのでお知らせいたします。 

 

 

 

【本件に関する問い合わせ先】 

           筑波大学研究推進部長 石原  

           TEL：029-853-2920  
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行政刷新会議事業番号３-２３（１）～（３）「地域科学技術振興・産学

官連携」に対する評価結果への意見書 

 

 先頃、行政刷新会議において打ち出された「地域科学技術振興・産学官連携

事業番号３-２３（１）～（３）」に対する廃止の評価結果につきまして、意

見を述べさせていただきます。 

 まず、地域科学技術振興・産学官連携活動につきましては、行政刷新会議ワ

ーキンググループ第３会場で経済産業省が考える分野とのご指摘がありまし

た。地域科学技術振興・産学官連携活動は、文部科学省の他、経済産業省、農

林水産省等の各省が事業を展開しておりますが、これらは総合科学技術会議の

下で、科学技術連携施策群の「地域科学技術クラスター」として、各省が連携

して推進している代表的な事業の一つです。 

 私ども教育研究機関・研究機関におきましても、総合科学技術会議の方針等

に沿って、互いに連携しながら企業、地方自治体等との共同事業を進めており、

民間企業との共同研究件数、技術移転の件数、ベンチャー企業設立件数の着実

な増加など、地域振興に十分に役立ってきているものととらえております。 



 中でも、大学に基盤をおいた文部科学省の地域科学技術振興・産学官連携事

業は、敷居が高いと言われてきた国立大学への中小企業等のアクセスを容易に

し、国立大学法人の知的財産等の民間企業等での利活用が促進されてきてお

り、地域振興等に対するその重要性はいうまでもありません。 

 さらに、私ども筑波の研究機関・教育研究機関の中にあっては、国立大学法

人筑波大学が文部科学省の地域科学技術振興・産学官連携事業の支援を受け

て、筑波地区の教職員の知的財産管理・産官学連携等に関する研修会を実施し、

多くの研究機関の人材育成に力を注いでいるとともに、今後は、筑波研究学園

都市の研究機関・教育機関があたかも一つの複合的な研究機関となるように、

筑波大学が筑波地区の研究機関・教育研究機関のハブ機能を果たす計画です。

このように、文部科学省の事業は、筑波研究学園都市の研究機関・教育研究機

関と地域社会、企業、自治体等を密接につなげ、国民の皆様の税金により生ま

れた研究成果を元にした、社会貢献を実施する上で重要な支援となっておりま

す。 

 いまここで、地域科学技術振興・産学官連携事業を廃止することは、このよ

うな活動の停止を意味しており、研究機関・教育研究機関の社会貢献に大きな

マイナスの影響を及ぼすことになり、強いては地域社会・経済の活性化の歩み

が停滞・沈滞することを意味しております。 

  以上のことから、今回の行政刷新会議におかれましては、慎重な審議の上で

ご判断をなされたという事は重々承知しておりますが、文部科学省におかれて

は、今回の評価結果、並びにその取り扱いに関しては今一度の熟慮をお願い申

し上げたく、ここに提言申し上げます。 

 

 

 

 

 


